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様式第２号（第５条関係） 

 

審議会等会議録 

 

発 言 者 ・ 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

司会 

（染谷子ども

未来課長） 

 

定刻となりましたので、始めさせていただきたいと思います。 

会議を開催する前に、久喜市青少年問題協議会委嘱書交付式を行います。 

本日の司会を務めさせていただきます、子ども未来課長の染谷でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

それでは、梅田市長から久喜市青少年問題協議会委員の委嘱書交付を行

いたいと存じます。 

本来であれば、お 1人お 1人に、委嘱書を渡すべきところではございま

すが、今般の新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえまして、市長より

代表の方 1名に交付をさせていただきたく存じます。 

他の皆様におかれましては、すでに机上に配布してございますので、ご

確認ください。 

それでは代表しまして、小林宏行様、その場でご起立いただきまして、

委嘱書をお受け取りください。 

梅田市長、よろしくお願いいたします。 

 

（梅田市長から委員へ委嘱書を交付） 

 

梅田市長ありがとうございました。 

今回は、委嘱後初めての会議でございます。 

初めてお会いする方もおられると思いますので、自己紹介をお願いした

いと存じます。 

また、自己紹介の中で、それぞれの立場において結構でございますので、

現在どのような活動を行っているのか、青少年に対して、最近思うことな

どを手短に、一言お話をいただきたいと思います。 

名簿の順で恐縮でございますが、小林様からお願いいたします。 

 

（名簿順に委員の自己紹介） 

 

ありがとうございました。 

委員の皆様におかれましてはどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

司会 

（染谷子ども

未来課長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

司会 

（染谷子ども

未来課長） 
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梅田市長 

 

司会 

（染谷子ども

未来課長） 

 

 

 

 

 

梅田市長 

 

 

 

 

梅原課長補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間の関係上、以上をもちまして、委嘱書交付式を終了いたします。 

ありがとうございました。 

それでは引き続き、令和 4年度第 1回久喜市青少年問題協議会を開催さ

せていただきます。 

初めに、本日の出席委員数についてご報告申し上げます。 

委員１５人中、出席委員１１人で過半数に達しており、本審議会は、久

喜市青少年問題協議会条例第８条第２項の規定により、成立いたしますこ

とを報告いたします。 

なお、名簿の５番、楠委員、９番、井上委員、１２番、長谷川委員にお

かれましては、欠席のご連絡をいただいておりますのでご報告を申し上げ

ます。それでは開会にあたりまして、梅田市長からご挨拶を申し上げます。 

 

（市長 あいさつ） 

 

梅田市長ありがとうございました。 

大変申し訳ございません。時間の都合上、先に議題４の（1）（2）の方に

先に入らせていただきます。 

本日は委嘱後初めての協議会であるため、会長が選出されておりません。 

したがいまして、会長、副会長の決定まで梅田市長が仮議長となりまし

て、議事を進行させていただきます。 

それでは梅田市長、仮議長をお願いいたします。 

 

それでは皆様のご協力をお願いしまして仮議長を務めます。 

それでは、次第に基づきまして、会長及び副会長の選出についてご協力

いただきます。 

事務局の説明をお願いします。 

 

それでは、説明申し上げます。 

本日の審議会につきましては、委員の任期の満了に伴いまして、新委員

による最初の審議会となります。 

会長及び副会長につきましては、久喜市青少年問題協議会条例第６条第

1項の規定により、それぞれ１人置くこととしております。 

委員の互選によりこれを定めることとなっておりますことから、規定に

基づき会長 1人、副会長 1人の選出をお願いするものでございます。 
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梅田市長 

 

 

 

 

堀井委員 

 

 

梅田市長 

 

 

 

 

 

 

 

小松委員 

 

梅田市長 

 

 

 

 

 

 

小松委員 

 

 

 

梅田市長 

 

 

 

 

 

 

会長及び副会長の選出については、事務局から説明がありましたが、初

めに、会長の選出につきまして、どなたか推薦、或いはご意見をいただき

たいと存じますがいかがでしょう。それではお願いいたします。 

堀井さん。 

 

はい。 

前会長の小松委員を推薦します。 

 

ただいま、堀井委員さんから会長に小松委員さんを推薦のご意見がござ

いました。 

他にございますでしょうか。 

それではほかにないようですので、改めて会長を小松委員さんにお願い

するということで皆様よろしいでしょうか。 

ありがとうございました。 

小松委員さん、お引き受けいただけますでしょうか。 

 

はい。 

 

どうもありがとうございます。 

それでは、会長は小松委員さんということで、決定いたしました。 

改めて、小松委員さん、どうぞよろしくお願いいたします。 

続きまして、副会長の選出についてでありますが、どなたか推薦、或い

は何かご意見等ありますでしょうか。 

はい。それでは小松会長さんお願いします。 

 

名簿の８番、大鹿委員さんが、長らく久喜市青少年健全育成市民会議、 

この仕事に携わっていただいていることをお聞きしておりますので、大 

鹿委員さんにお願いしたいと思います。 

 

ただいま小松会長から、副会長に大鹿委員さんを推薦のご意見がござい

ました。 

他にご意見はないでしょうか。 

それでは、他にないようですので、副会長、大鹿委員さんにお願いする

ということで皆様よろしいでしょうか。 

ありがとうございました。 

改めて大鹿委員さん、お引き受けいただけますでしょうか。 
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大鹿委員 

 

梅田市長 

 

 

 

 

 

 

司会 

（染谷子ども

未来課長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

司会 

（染谷子ども

未来課長） 

 

 

司会 

（染谷子ども

未来課長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

一生懸命、務めさせていただきます。 

 

ありがとうございました。 

それでは大鹿委員さんを、副会長ということで決定をいたしましたので、

よろしくお願いいたします。 

皆様のご協力によりまして、無事会長及び副会長を選出することができ

ました。ありがとうございました。 

これをもちまして、仮議長の職を解かせていただきます。 

 

ありがとうございました。 

梅田市長におかれましては、次の公務のご予定がございますことから、

ここで退席をさせていただきます。梅田市長、ありがとうございました。 

 

（梅田市長 退席） 

 

では、会長席、副会長席の方を用意してございますので、小松会長、大

鹿副会長、移動の方お願いいたします。 

 

（会長・副会長席 移動） 

 

事務局の自己紹介がまだでございましたので、事務局の自己紹介をさせ

ていただきたいと存じます。 

 

 （事務局の自己紹介） 

 

ここでいくつか確認事項、並びにご了承いただきたいことがございます

のでご説明させていただきます。 

初めに、附属機関の委員名簿につきましては、久喜市市民参加条例の規

定に基づきまして、お名前、委員の選出区分を公開することとなっており

ます。 

市のホームページ等へ委員名簿の掲載につきましては、お手元にお配り

してある名簿を公開したいと考えておりますので、ご了承お願いいたしま

す。 

市では、附属機関の委員の皆様のお名前ご住所電話番号を記しました、

公職者名簿を作成し公表しております。 
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梅原課長補佐 

 

司会 

（染谷子ども

未来課長） 

 

 

この公職者名簿への記載につきましても、あわせてご了承いただきたい

ところでございますが、住所と電話番号につきましては、任意となるため、

公開可能である場合には、後程、事務局までお申し出をいただきたいと存

じます。 

２点目は、会議の公開についてでございます。 

久喜市では、審議会等の会議は原則公開とし、会議の傍聴を認めており

ますので、ご了承いただきたいと存じます。 

なお、本日の傍聴者はございませんので、報告いたします。 

また、この会議の内容につきましては、事務局におきまして、会議録と

してまとめる関係上、録音させていただきますので、この点につきまして

も、ご了承いただきたいと存じます。よろしいでしょうか。 

ありがとうございます。 

続きまして、配布資料の確認をさせていただきます。 

久喜市青少年問題協議会次第。 

資料１としまして、久喜市青少年問題協議会委員名簿。 

資料２といたしまして、地方青少年問題協議会法。 

資料３としまして、久喜市青少年問題協議会条例。 

資料４としまして、令和３年度久喜市青少年問題協議会協議のまとめ（情

報提供）。 

参考資料１としまして、令和２年度久喜市青少年問題協議会のまとめ（情

報提供）、以上５点と、最後、「ながら見守りガイド」、こちらが久喜警察署

から配布されております。 

以上全部で６点になります。資料の不足はございませんでしょうか。 

他に不足のある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。 

次に次第の３、久喜市青少年問題協議会の役割と運営についてでござい

ます。 

改選後、初回の協議会の会議でございますので、久喜市青少年問題協議

会の役割と運営について事務局から説明をさせていただきます。 

 

 （配布資料３について、説明） 

 

ただいまの説明につきまして何かご質問等はございますでしょうか。 

それでは会議に入りたいと存じます。 

４、議題の（3）からでございます。 

こちらからは、青少年問題協議会条例第６条第 1項の規定により会長が

長となり、議事を進めさせていただきたいと存じます。 
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小松会長 

 

 

 

 

梅原課長補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小松会長 

 

 

 

 

 

 

 

一同 

 

小松会長 

小松会長よろしくお願いいたします。 

 

それでは、しばらくの間、皆さんのご協力をお願いしまして、議事を進

めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

本題に入る前に、会議録の作成について、事務局から説明がございます。 

事務局、お願いいたします。 

 

会議録の作成方法についてでございます。 

審議会の会議の公開に関する条例によりまして、審議会等につきまして

は会議録を作成し、会議の開催後、概ね１ヶ月以内にホームページ等で公

表することとなっております。 

そのため会議録の作成方法を決定していただきたいと思います。 

会議録の作成方法につきましては、発言やそのまま記載する全文記録方式、

挨拶や添付資料を読み上げて、事務局等の説明を省略したり、発言の趣旨

を変えずに、「てにをはを」「繰り返し的な発言」などについて調整して記

録する、ほぼ全文記録形式がございます。 

事務局といたしましては、今まで通り、「てにをはを」「不要語」などを

調整したほぼ全文記録方式が適当ではないかと考えておりまして、これに

ついてご承認いただければと思いますのでよろしくお願いします。 

また、作成いたします会議録の確認と署名でございますが、会議録がで

き次第、出席委員の皆様には送付させていただき、確認をしていただく予

定で考えております。 

確認後、会議録への署名につきましては、会長に、最後にお願いをした

いと考えておりますのでよろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。 

当審議会におきましては、以前より、「ほぼ全文記録方式」という形で記

録をとらせていただいております。 

ただいまのご説明にありました通り、これからも、「ほぼ全文記録方式」

で作成して参りたい。 

署名については各委員の確認後、会長署名でという説明がありました。 

委員の皆様よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

では、これからも、「ほぼ全文記録方式」の記録及び会長署名で行います
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小林宏行委員 

 

小松会長 

 

 

 

 

 

吉崎委員 

 

小松会長 

 

 

 

 

山中委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ので、よろしくお願いいたします。 

それでは本日の議題に移りたいと思います。 

議題の（3）、久喜市の青少年問題の現状についてでございます。 

まず、久喜警察署並びに幸手警察署の職員の方が、委員さんになられて

おりますので、最初に久喜警察署から出席されております、小林委員から

よろしくお願いいたします。 

 

 （議題の（３）久喜市の青少年問題の現状について 説明） 

 

ありがとうございました。 

ご質問等がある方もいらっしゃると思います。 

続きまして吉崎委員さんに説明をいただいた後に、一緒にお受けしたいと

思います。 

それでは、吉崎委員さん、よろしくお願いいたします。 

 

（議題の（３）久喜市の青少年問題の現状について 説明） 

 

ありがとうございました。 

それではお２人の警察の委員さんから、もっとここを聞きたいっていう

ことがありましたら、どうぞ質問を出してください。 

はい。山中委員さん。 

 

ご説明ありがとうございました。 

本日お伺いしたいのが、今年度に入って、県内で登下校中の児童や生徒

に、何か危害を加えるという脅迫メールがあったりしたと思うのですが、

それが 1回ではなく何回かあるので、最初はちょっと心配するのですけど、

だんだん繰り返されてくるとそれが「またか」となってしまいます。増え

てくればくるほど、そういうふうに、大人としてはなってしまって、恐ら

く子どももだんだん、「またかまたか」ってなるので、そこをどうすればよ

いか、アドバイスがあればお伺いしたいと思います。 

もう１点が、幸手警察署の補導の件数が、久喜警察署と比べるとすごく

多いと思います。恐らく、もう中学生とか高校生とかになると、幸手も久

喜も分かれてないというか、もう幸手も久喜も、栗橋も杉戸も、もっと言

ったら春日部とかも、みんな繋がっていると思うので、たまたま、そこが

居心地のいい場所で集まってしまっているのかと思うので、隣の市の問題

とか考えずに、一緒に考えていけたらなと思います。 
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小林宏行委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小松会長 

 

 

大澤委員 

 

 

 

 

吉崎委員 

 

 

こちらは感想になってしまいましたので、１個目の脅迫メールに関する

考え方というか、対処の仕方、子供への伝え方とか、アドバイスをお願い

いたします。 

 

ご質問ありがとうございます。 

脅迫メールの関係は、私どもも認知しております。 

最初は市に不審なメールが送られて、警察に情報提供をいただきました。

我々としても警察本部にも連絡いたしまして、対応しているところでご 

ざいます。 

この脅迫メール関係は、私が本部にいました数年前から続いておりまし

て、話を聞くと全国的にも登下校時の子どもを攫ってやるとか、毒ガスを

撒いてやるとか、空調設備に毒ガスを流すとか、ちょっと一部支離滅裂的

な部分もあるのですけども、そういったメールを流している者がいるとい

う状況となっております。 

警察といたしましては、いつ、本当にやるつもりなのか、冗談なのかと

いう真偽というのは、正直なところ分からないところがございますので、

警察が継続して、例えば、いついつこういうことをやってやるぞとか、そ

ういうメールがあれば、警察でもその時間にパトロールを強化して対応を

図っているところであります。 

子どもさんたちには、本当の話かもしれないから気をつけるようにとい

うことで、「不審な人がいたら近づいては駄目だよ」とか、「友達と一緒に

帰るようにするんだよ」とか、「家にいるときは必ず施錠するように」とか、

基本的な防犯対策を繰り返し学校や、ご家庭の方からもお話していただき

まして、被害に遭わないよう指導をお願いしたいと考えております。 

 

他にいかがでしょうか。 

久喜工業高校の大澤校長先生、何かありますか。 

 

三ない運動が廃止されまして、高校生の交通事故関係はどうなってるの

か少し心配をしております。 

その辺の現状がわかりましたら、教えていただければと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

特に高校生のバイクの事故が増えたとか、そういった話は聞いておりま

せん。幸手署管内でも久喜署管内でも、高校生による大きな事故ですとか、

そういった話は聞いておりませんので、今のところ特に問題なく推移して
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小松会長 

 

柴崎委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小林宏行委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小松会長 

 

 

石井委員 

 

 

 

 

 

 

いるのかなと思います。 

 

小中学校の関係で柴崎委員さんいかがですか。 

 

今日から２学期が始まりました。夏休み中については、特に本校久喜東

中については子どもたちに何か大きな事件事故が起きたという話は聞いて

いませんので、生徒たちは無事安全に生活していたのかなと思っておりま

す。 

先ほどの脅迫メールということでは、１学期に、校内に爆弾を仕掛けた

という話が市教委を通じて情報があったので、もちろん子どもたちや保護

者にも保護者メールで注意を呼びかけたり、朝早くから校内を見回ったり

巡視も行いました。 

脅迫メールというのは、何か例えば、警察で逆に誰が送ったのか突き止

めることはできないのだろうかと、なにか素朴に思うのですけど、その辺

りの捜査というのはどのようになるのか教えていただきたいと思います。 

 

脅迫メールの発信元について捜査しておりますけども、海外のサーバー

を幾つも経由していて、なかなか難しいです。 

そこの大元にたどり着くまでに、海外のサーバーから回答がもらえなか

ったり、回答まで何ヶ月も時間がかかったり、そういったケースが多いよ

うです。 

犯人も、自分が契約している場所から市役所にメールを送っているわけ

ではなくて、インターネットの特徴である匿名性を利用して犯行におよん

でいるということで、私の方では、今のところ犯人が誰かを突き止めたと

いう情報は確認してない状況です。 

 

ありがとうございました。 

それではもうひと方、ＰＴＡ連合会会長の石井委員さん。何かありますか。 

 

石井です。 

犯罪件数、補導件数、虐待件数がとても多いことに正直驚きました。 

学校で生徒指導推進委員会というのを開催いたしまして、学校の職員と

か地域の方をお呼びして会議を開いたのですけども、その中で、やはりネ

ットでの犯罪、いじめとか、あと不登校の子が、もう私の知りえないとこ

ろで、他の保護者の方もこんなにあるのかと、本当に驚きの件数でした。

やはり、このガイドの後半にも書いてある内容を見たんですけども、そう
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小松会長 

 

 

 

 

 

大森委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小林宏行委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いった自分の周りだけではなく、件数を見てもそうなんですが、これだけ

の犯罪や補導があるということは、地域で見守ってくださる目をもっと増

やすことも必要なのかと思いました。 

 

ありがとうございました。 

先ほどの警察署の方からの説明をお聞きして、余りにも多い数に、私も

びっくりしました。ぜひ、いろいろな立場で、今日のお話しを元に働きか

けをして、見守っていただきたいと思います。 

大森さん何かありますか。 

 

貴重な情報、ありがとうございました。２点質問があります。 

１点目は久喜市で加害者になる平均的な年齢、被害者になる平均的な年

齢です。この辺の年齢の人が比較的外に出て悪いことをする、また受ける

方としてはこのぐらいの年齢の子の被害が多いというのが、もしわかった

ら教えていただきたいです。 

２点目は、この「ながら見守りガイド」は、すごく良くできていると思

ったんですけど、これはキャンペーンとして、警察でどこかに貼っている

とか、私たちは見守っています、市民が見守っていますといったキャンペ

ーンを特にやっているかどうか教えてください。 

以上２点、お願いします。 

 

まず「ながら見守りガイド」については、私が、学校関係者が集まる時

に、今回と同じように配布させていただきながら、周知を図っているとこ

ろでございます。 

防犯キャンペーンというと、駅等でひったくり防止カードを配ったりで

すとか、そういったものだと思うのですが、そういった場での配布は今の

ところはしていません。今後も「ながら見守り」を広めていきたいと考え

ておりますので、キャンペーン等、あらゆる形で周知を図っていきたいと

考えています。 

加害者被害者の年齢につきましては、今、手元に資料がなく、必要があ

れば、またご連絡等させていただきたいと思います。 

今、思い当たるところですと、触法少年といって、13歳以下の少年が万

引きをしたケースもありますし、間もなく大人になろうとする少年が傷害

事件を起こしたっていう事案もありました。 

幅広い年齢層で、そういった被害が起きているというのが私の今の印象

でございます。以上です。 
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梅原課長補佐 

 

ありがとうございました。 

堀井委員さん、何かありますか。 

 

各市町村に配備されていると思うんですけども、私も行政の時に青パト

を運転して、学校区など市内のパトロールをしたことがあります。きっと

久喜市にも青パトが配備されていると思いますが、何台ぐらい久喜市の場

合には、配備されているのでしょうか。 

それから、運営の方法として、どういう方がパトロールに関わっていら

っしゃるのか、もしそういうことが分かれば、市の方に聞きたいと思いま

す。 

 

主担当ではないので正確な台数というのが分かりませんが、２台ないし

３台あったかと思います。 

エリア的には、栗橋鷲宮地区と久喜菖蒲地区を分けて、それぞれ学校が

ある課業日に、３時ごろから１時間程度、職員が交代で巡回を行っている

状況です。 

見守りも含めて、防犯推進員さん等と連携を取りながらエリアを車で回

って、防犯を呼びかけているという活動を行っています。 

 

子どもたちの下校、またはそれ以降のところでも抑止効果が青パトには

あるように思いますので生活安全課だけではなく、いろいろな課で順番に

市内を回ってもらえるといいと思います。 

 

協力体制は敷いてありますので、時間帯等につきましては、担当課にも

お話をお伝えさせていただきます。 

 

実は私も最近、夕方ですけれども青パトを見かけました。 

警察の方だけではなくて、どのような連携になっているのは分かりませ

んが、区長さんが一緒に乗られて回っているというお話をお聞きしたこと

がありまして、安心いたしました。 

それでは他にないようでしたら、議題４の（4）、令和３年度久喜市青少

年問題協議会のまとめ（情報提供）です。 

事務局からお願いいたします。 

 

それでは資料４をご覧ください。 
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こちらにつきましては令和３年度において、皆様方がそれぞれ意見を交

換した内容がここに記載されております。 

1回目では、コロナ禍における青少年の現状について意見交換をお願い

しまして、その協議を基に、２回目ではそれぞれの大人、警察、学校、地

域、保護者に期待される働き及びそれぞれの立場から協力して働きかける

ことができることにつきまして、協議を行っていただきました。 

皆様方から多岐にわたる貴重なご意見が出ましたので、このような形で

参考として、提示をさせていただいたところでございます。 

また、参考資料２は、令和２年度について同じような形で久喜市の青少

年問題協議会のまとめを提供させていただいたところでございます。 

委員の皆様には所属する機関や団体等におきまして、この資料をそれぞ

れの会議や研修で配布していただくなどのご活用をお願いできればと考え

ております。 

以上、簡単でございますが、説明となります。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。ただいまの説明で何かご質問等ありますか。 

ないようでしたら、議事の（5）その他になります。 

事務局からお願いいたします。 

 

次回の会議の日程でございますが、令和５年１月ぐらいに開催したいと

考えておりますので、また詳細が決まり次第皆様方には、ご案内状を送付

したいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。 

 

それでは、以上をもちまして、本日予定していた議事が終了となりまし

た。これで議長の任を解かせていただきます。 

ご協力ありがとうございました。 

 

小松会長ありがとうございました。 

以上で本日予定していた議事が終了いたしました。 

閉会にあたりまして、大鹿副会長にご挨拶をいただきたいと思います。 

大鹿副会長よろしくお願いいたします。 

 

本日は令和４年度、第１回目の会議でございましたが、皆様のご協力に

より無事会議を終えることができました。ありがとうございました。 

今年度におきましても、委員の皆様、それぞれのお立場から様々なご意

見をいただき、久喜市の青少年健全育成をより一層推進していきたいと思
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未来課長） 

 

 

 

 

 

 

 

います。よろしくお願いいたします。 

以上で、令和 4年度第 1回久喜市青少年問題協議会の閉会といたします。 

ありがとうございました。 

 

大鹿副会長ありがとうございました。 

委員の皆様には、公私ともにご多忙中のところご出席いただきまして、

まことにありがとうございました。 

以上をもちまして、令和４年度第１回久喜市青少年問題協議会を閉会と

させていただきます。皆様大変お疲れ様でした。 

 

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。 

  

令和４年 ９月２８日 

 

                            小松 智子 

 

  

 


